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福
沢
署
名
著
作
の
原
型
に
つ
い
て 

 

平
山 

洋 

 

は
じ
め
に 

  

明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
三
月
に
時
事
新
報
を
創
刊
し
て
以
降
の
福
沢
諭
吉
の
署
名
著
作
が
、
す
べ

て
同
紙
を
初
出
と
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
『
時
事
大
勢
論
』
（
明
治
一
五
年

四
月
刊
）
か
ら
『
実
業
論
』
（
明
治
二
六
年
五
月
刊
）
ま
で
の
一
八
タ
イ
ト
ル
一
五
冊 

 

（
「
国
会
の
前

途
」
「
国
会
難
局
の
由
来
」
「
治
安
小
言
」
「
地
租
論
」
は
合
本
）
は
、
社
説
欄
と
通
称
さ
れ
て
い
る
「
時

事
新
報
」
欄
に
無
署
名
で
発
表
さ
れ
た
後
、
主
と
し
て
同
社
か
ら
「
福
沢
諭
吉
立
案
」
の
著
作
と
し
て
単

行
本
化
さ
れ
て
い
る
。
『
実
業
論
』
の
四
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
福
翁
百
話
』
（
明
治
三
〇
年
七
月
刊
）

以
後
の
著
作
は
社
説
欄
で
は
な
く
専
用
の
欄
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
群
で
あ
る
。 

 

本
論
文
の
目
的
は
「
時
事
新
報
」
欄
初
出
の
署
名
著
作
が
い
か
な
る
経
緯
で
刊
行
さ
れ
た
か
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
当
初
は
社
説
と
し
て
発
表
さ
れ
た
そ
れ
ら
は
、
そ
の
時
々
の
政
治
的
経
済
的
状
況

と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
従
来
ま
で
の
研
究
は
、
現
行
版
全
集
（
註
１
）
の
第
五
巻
と
第
六
巻

に
収
録
さ
れ
て
い
る
署
名
著
作
と
、
第
八
巻
か
ら
第
一
四
巻
に
収
め
ら
れ
た
並
行
す
る
期
間
の
社
説
と
を

別
個
に
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
署
名
著
作
も
初
出
時
に
は
、
後
に
「
時
事
新
報
論
集
」
に
収

録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
社
説
群
と
ま
っ
た
く
同
じ
無
署
名
に
よ
る
掲
載
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で

あ
る
。 

 

本
論
文
は
、
従
来
ま
で
の
研
究
か
ら
発
想
を
転
換
し
て
、
ま
ず
は
初
出
紙
面
を
出
発
点
と
す
る
。
後
に

署
名
著
作
と
な
る
連
載
社
説
も
、
全
集
の
「
時
事
新
報
論
集
」
に
採
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
単
発
の
社
説
も
、

最
終
的
に
全
集
未
収
録
と
な
っ
た
社
説
も
、
そ
の
朝
新
聞
を
開
い
た
読
者
に
と
っ
て
は
ど
れ
も
「
時
事
新

報
」
欄
掲
載
の
論
説
と
し
て
平
等
で
、
読
者
は
そ
の
う
ち
の
い
ず
れ
が
後
に
刊
行
さ
れ
る
の
か
を
知
ら
な

か
っ
た
。
も
と
よ
り
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
署
名
著
作
と
な
る
社
説
が
ど
れ
か
で
あ
る
か
を
承
知
し
て
い
る

た
め
、
当
時
の
読
者
と
ま
っ
た
く
同
じ
心
を
も
っ
て
初
出
紙
面
を
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
は
い
え
全

集
未
収
録
社
説
を
含
む
社
説
の
全
て
を
通
し
で
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
署
名
著
作
創
作
の
動
機
を
探
る
手

が
か
り
を
得
る
こ
と
は
可
能
と
思
わ
れ
る
。 

 

そ
こ
で
本
論
文
は
以
下
の
よ
う
に
進
行
す
る
。
ま
ず
第
一
節
で
は
福
沢
の
署
名
著
作
と
そ
の
原
型
の
関

係
に
つ
い
て
概
説
し
、
続
く
二
節
か
ら
六
節
ま
で
で
「
時
事
新
報
」
欄
掲
載
の
署
名
著
作
発
表
の
経
緯
と
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原
型
の
探
索
を
行
い
、
七
節
で
は
調
査
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
新
事
実
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
そ
し
て

最
後
に
そ
れ
ら
の
新
事
実
が
福
沢
研
究
に
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
の
か
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。 

  

一 

長
編
論
説
と
原
型
の
関
係
に
つ
い
て 

  

福
沢
の
長
編
論
説
に
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
原
型
と
も
呼
ぶ
べ
き
単
発
論
説
が
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
多
い
。
時
事
新
報
創
刊
前
の
著
作
で
あ
る
『
学
問
の
す
す
め
』
と
『
文
明
論
之
概
略
』
に
つ
い
て
い
う

な
ら
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
二
月
の
『
学
問
の
す
す
め
』
初
編
の
原
型
と
し
て
は
慶
応
二
年
（
一
八

六
六
）
二
月
六
日
付
島
津
祐
太
郎
宛
書
簡
（
⑰
三
六
頁
）[

と
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
一
一
月
の
「
中
津

留
別
の
書
」
（
⑳
四
九
頁
）]

を
指
摘
で
き
る
。
そ
こ
で
は
西
洋
の
学
問
を
科
学
技
術
に
限
定
す
る
の
で
は

な
く
、
人
格
形
成
の
根
拠
と
な
る
教
養
と
し
て
身
に
つ
け
る
こ
と
の
必
要
を
説
い
て
い
る
。
当
初
は
単
独

の
著
作
と
し
て
発
表
さ
れ
た
『
学
問
の
す
す
め
』
初
編
を
原
型
と
し
て
、
初
編
発
表
の
約
二
年
後
の
明
治

六
年
一
一
月
か
ら
刊
行
が
開
始
さ
れ
た
の
が
、
現
在
は
二
編
以
降
と
さ
れ
て
い
る
月
刊
『
学
問
の
す
す
め
』

で
あ
る
。
そ
の
二
編
か
ら
七
編
（
明
治
七
年
三
月
刊
）
ま
で
は
、
初
編
の
内
容
を
分
割
し
て
主
題
を
掘
り

下
げ
る
こ
と
に
よ
り
成
さ
れ
た
諸
編
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
月
刊
『
学
問
の
す
す
め
』
と
並
行
し
て
書
き
下
ろ
さ
れ
た
『
文
明
論
之
概
略
』
の
原
型
と
し
て
、

月
刊
『
学
問
の
す
す
め
』
五
編
「
明
治
七
年
一
月
一
日
の
詞
」
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
福

沢
は
文
明
の
精
神
と
し
て
人
民
独
立
の
気
力
を
と
く
に
重
要
視
し
、
そ
の
担
い
手
と
し
て
中
産
階
級
の
覚

醒
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
の
詞
を
書
い
た
翌
二
月
に
「
文
明
論
プ
ラ
ン
」
（
註
２
）
と
い
う
梗
概
を

記
し
、
さ
ら
に
翌
月
に
本
編
の
執
筆
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
『
学
問
の
す
す
め
』
各
編
と
『
文
明
論
之

概
略
』
各
章
の
連
関
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
の
と
こ
ろ
で
論
じ
て
い
る
（
註
３
）
。 

 

明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
三
月
の
時
事
新
報
創
刊
以
降
は
必
ず
新
聞
掲
載
を
経
て
か
ら
署
名
著
作
と

し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
原
型
は
先
行
す
る
社
説
の
う
ち
に
あ
る
と
み
て
よ
い
。
お
そ
ら

く
単
発
で
書
い
た
社
説
に
読
者
か
ら
の
反
応
が
あ
っ
た
た
め
、
よ
り
深
化
さ
せ
た
内
容
の
長
編
社
説
を
執

筆
連
載
し
後
に
署
名
著
作
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。 

 

「
時
事
新
報
」
欄
に
掲
載
さ
れ
た
署
名
著
作
の
一
覧
は
別
掲
の
通
り
で
あ
る
。
先
に
も
書
い
た
よ
う
に
、

本
論
文
が
扱
う
の
は
そ
の
う
ち
「
時
事
新
報
」
欄
に
掲
載
さ
れ
た
『
時
事
大
勢
論
』
か
ら
『
実
業
論
』
ま

で
の
一
八
タ
イ
ト
ル
一
五
冊
で
あ
る
。
た
だ
し
、
自
筆
草
稿
が
残
存
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
当
初
は
刊

行
を
予
定
さ
れ
な
が
ら
、
同
時
期
に
は
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
明
治
一
五
年
五
、
六
月
連
載
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の
『
藩
閥
寡
人
政
府
論
』
、
明
治
一
八
年
六
月
連
載
の
『
日
本
婦
人
論
』
（
通
称
前
編
）
等
に
つ
い
て
も

必
要
な
か
ぎ
り
言
及
す
る
。 

 

（
一
覧
表
） 

  

二 

明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
刊
行
の
著
作
に
つ
い
て 

  

三
月
一
日
の
創
刊
後
最
初
に
福
沢
立
案
の
署
名
著
作
と
し
て
出
版
さ
れ
た
の
は
四
月
刊
の
『
時
事
大
勢

論
』
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
表
題
に
あ
る
と
お
り
、
明
治
一
五
年
の
現
在
に
日
本
が
直
面
し
て
い
る
問
題

を
総
体
と
し
て
扱
っ
て
い
て
、
わ
け
て
も
来
る
議
会
政
治
に
お
い
て
政
府
と
国
民
（
民
間
）
は
ど
の
よ
う

な
関
係
で
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
が
議
論
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
論
部
で
提
示
さ
れ
て
い

る
の
が
以
後
の
福
沢
の
鍵
概
念
と
な
る
「
官
民
調
和
」
で
あ
る
。 

 

全
集
未
収
録
を
含
む
社
説
を
創
刊
か
ら
追
っ
て
み
る
と
、
四
月
五
日
か
ら
一
四
日
ま
で
六
回
連
載
さ
れ

た
『
時
事
大
勢
論
』
に
先
立
つ
半
月
ば
か
り
前
の
「
国
会
開
設
の
準
備
」
（188203
18

（
註
４
）
・
全
集

未
収
録
）
が
、
そ
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
と
判
明
し
た
。
そ
の
内
容
は
総
じ
て
『
時
事
大
勢
論
』
の
前
半

部
と
同
じ
だ
が
、
先
行
す
る
「
国
会
開
設
の
準
備
」
で
は
、
現
在
の
状
態
で
は
議
会
が
開
設
さ
れ
た
と
し

て
も
、
そ
の
有
意
義
な
運
営
は
は
な
は
だ
困
難
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

署
名
著
作
と
な
っ
た
連
載
で
は
、
解
決
策
と
し
て
官
民
調
和
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。

こ
れ
は
つ
ま
り
「
国
会
開
設
の
準
備
」
執
筆
の
段
階
で
は
議
会
政
治
下
で
の
政
府
と
国
民
（
議
員
）
と
の

対
立
を
解
消
す
る
方
法
に
有
効
な
策
を
見
出
せ
な
か
っ
た
も
の
が
、
『
時
事
大
勢
論
』
を
書
い
た
時
点
で

は
官
民
調
和
と
い
う
打
開
策
を
発
明
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
官
民
調
和
に
つ
い
て
は
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
が
ち
で
、
と
き
に
民
の
官
へ
の
迎
合
と
解
釈
さ
れ
る

場
合
が
あ
る
が
、
実
際
は
、
民
間
か
ら
の
要
求
が
政
府
の
現
状
か
ら
は
な
は
だ
し
く
乖
離
し
て
し
ま
う
と

有
効
な
手
立
て
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
で
、
双
方
と
も
が
相
手
側
の
言
い
分
を
汲
み
取
っ
て

ぎ
り
ぎ
り
の
調
整
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
『
時
事

大
勢
論
』
で
は
官
民
調
和
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
実
現
で

き
る
か
に
つ
い
て
の
具
体
案
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
爾
後
の
時
事
新
報
の
社
説
が
随
時
そ
の
処
方
を
示
す

こ
と
に
な
る
。 

 

次
に
署
名
著
作
と
な
っ
た
の
は
五
月
刊
行
の
『
帝
室
論
』
で
あ
る
。
こ
の
著
作
は
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
『
英
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国
憲
政
論
』
（
註
５
）
の
影
響
の
下
に
、
天
皇
を
政
治
社
外
に
置
く
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
述
べ
た
も

の
だ
が
、
そ
の
直
接
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
連
載
開
始
四
週
間
前
に
掲
載
さ
れ
た
「
立
憲
帝
政
党

を
論
ず
」
（188

20331,
1882

0401

・
草
稿
残
存
）
で
あ
る
。
福
沢
は
、
福
地
源
一
郎
が
率
い
る
こ
の
官
党

の
名
称
が
天
皇
の
政
治
責
任
を
惹
起
し
て
し
ま
う
こ
と
に
懸
念
を
覚
え
て
ま
ず
単
発
の
社
説
を
用
意
し
、

続
け
て
前
年
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
『
郵
便
報
知
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
交
詢
社
憲
法
草
案
の
解
説
「
私

考
憲
法
草
案
」
の
う
ち
、
天
皇
と
内
閣
に
関
す
る
条
文
に
つ
い
て
の
記
述
を
敷
衍
す
る
こ
と
で
こ
の
『
帝

室
論
』
を
執
筆
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
原
型
と
推
測
で
き
る
「
立
憲
帝
政
党
を
論
ず
」
は
、
平
成
二
六
年
（
二
〇
一
四
）
ま
で
に
発

見
さ
れ
て
い
る
福
沢
の
直
筆
社
説
草
稿
の
う
ち
最
も
古
い
も
の
な
の
だ
が
、
石
河
幹
明
編
纂
の
『
続
福
沢

全
集
』
（
一
九
三
二
～
三
三
）
（
註
６
）
に
は
採
録
さ
れ
て
い
な
い
。
草
稿
発
見
に
よ
り
現
行
版
全
集
第

八
巻
に
収
め
ら
れ
た
の
は
昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
）
二
月
の
こ
と
で
、
そ
の
社
説
は
初
出
以
来
七
八
年

間
誰
に
も
読
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
連
載
後
刊
行
さ
れ
た
『
帝
室
論
』
に
は
立
憲
帝

政
党
に
つ
い
て
一
言
も
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
た
め
、
そ
れ
だ
け
を
読
ん
で
も
『
帝
室
論
』
執
筆
の
動
機

が
立
憲
帝
政
党
の
結
党
に
あ
っ
た
こ
と
を
見
抜
く
の
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
原
型
と
長
編
論

説
の
関
係
に
つ
い
て
一
種
の
示
唆
を
与
え
る
。
そ
れ
は
、
福
沢
と
し
て
は
後
世
に
残
る
署
名
著
作
は
、
そ

の
時
々
の
情
勢
か
ら
は
離
れ
た
普
遍
的
な
価
値
を
も
つ
も
の
と
し
な
が
ら
、
執
筆
の
直
接
の
き
っ
か
け
に

は
具
体
的
な
事
件
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
『
帝
室
論
』
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
次
の
『
兵
論
』
が
出
さ
れ
る
一
一
月
ま
で
約
半
年
が
経
過
す

る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
両
著
作
の
間
に
は
、
掲
載
途
中
の
六
月
九
日
か
ら
一
三
日
ま
で
本
紙
が
発
行
禁

止
と
さ
れ
た
た
め
そ
の
余
波
で
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
『
藩
閥
寡
人
政
府
論
』
と
、
六
月
か
ら
七
月
に
か
け

て
連
載
さ
れ
た
『
時
勢
問
答
』
、
さ
ら
に
七
月
下
旬
掲
載
の
『
局
外
窺
見
』
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
『
藩
閥

寡
人
政
府
論
』
は
、
五
月
一
七
日
掲
載
開
始
六
月
一
七
日
終
了
の
全
一
七
回
と
い
う
長
編
で
あ
り
な
が
ら
、

お
そ
ら
く
藩
閥
政
治
を
批
判
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
初
出
四
〇
年
後
の
大
正
版
全
集
（
一
九
二
五
～

二
六
）
に
収
録
さ
れ
る
ま
で
幻
の
著
作
と
な
っ
て
い
た
。[

そ
こ
で
は
、
藩
閥
政
治
に
よ
っ
て
は
国
政
の
円

滑
な
遂
行
は
不
可
能
な
の
で
、
意
見
の
異
な
る
在
野
の
人
材
を
大
々
的
に
登
用
す
る
べ
き
だ
、
と
の
主
張

が
な
さ
れ
て
い
る
。]

論
旨
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
て
特
定
の
原
型
を
指
摘
す
る
の
は
難
し
い
が
、
大
ま
か

に
は[

国
民
の
政
治
参
加
を
促
す
た
め
に
言
論
の
自
由
の
拡
大
が
望
ま
れ
る
、
と
い
う]

「
言
論
自
由
の
説
」

（188203
29

・
全
集
未
収
録
）
が
そ
れ
に
あ
た
る
よ
う
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
社
説
と
し
て
用
意
さ
れ
な
が
ら
掲
載
が
見
送
ら
れ
た
と
推
測
で
き
る「
掃
除
破
壊
と
建
置
経
営
」

（
⑳
二
四
三
頁
）
と
仮
に
題
さ
れ
た
自
筆
草
稿
が
残
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
「
言
論
自
由
の
説
」
と
『
藩
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閥
寡
人
政
府
論
』
の
中
間
に
位
置
し
て
い
る
。[

そ
の
内
容
は
、
江
戸
時
代
の
旧
制
度
を
掃
除
破
壊
す
る
時

代
は
す
で
に
過
ぎ
去
っ
て
、こ
れ
か
ら
は
官
民
が
協
力
し
て
新
時
代
を
建
置
経
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。]

そ
う
な
る
と
早
く
か
ら
腹
案
が
あ
っ
た
も
の
を
、
『
帝
室
論
』
執
筆
後
の
四
月
下

旬
に
ま
ず
「
掃
除
破
壊
と
建
置
経
営
」
が
書
き
始
め
ら
れ
、
そ
れ
が
放
棄
さ
れ
て
『
藩
閥
寡
人
政
府
論
』

と
な
っ
た
と
い
う
推
測
が
成
り
立
つ
。
ま
た
そ
れ
は
、
連
載
開
始
直
前
の
五
月
一
五
日
に
三
田
演
説
会
で

行
っ
た
内
容
不
詳
の
「
建
置
経
営
の
説
」
と
い
う
演
説
と
関
係
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
（
註
７
）
。 

 

七
月
下
旬
に
朝
鮮
で
壬
午
軍
乱
と
呼
ば
れ
る
親
日
派
排
斥
の
ク
ー
デ
タ
が
発
生
し
た
た
め
、
以
後
の
本

紙
は
朝
鮮
関
連
の
記
事
で
埋
め
尽
く
さ
れ
る
。
「
朝
鮮
の
変
事
」
（1882

0
73
1,
0
801

）
が
そ
の
第
一
報
で

あ
る
が
、
先
に
も
少
し
触
れ
た
よ
う
に
そ
の
直
前
の
七
月
一
九
日
か
ら
二
九
日
ま
で
『
局
外
窺
見
』
と
い

う
八
回
の
連
載
が
あ
っ
た
。
自
筆
草
稿
も
残
存
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
も
単
行
本
化
を
予
定
さ
れ
た
著
作

と
思
わ
れ
る
が
、
隣
国
で
騒
乱
が
勃
発
し
た
た
め
、
刊
行
は
取
り
や
め
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
内
容
は

輸
送
の
た
め
の
道
路
整
備
の
必
要
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
や
や
唐
突
に
終
了
し
て
い
る
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
。
道
路
と
く
れ
ば
次
に
鉄
道
に
つ
い
て
論
じ
な
け
れ
ば
お
か
し
い
と
思
っ
て
調
べ
て
み
る
と
、

壬
午
軍
乱
に
つ
い
て
の
集
中
的
報
道
が
ひ
と
段
落
着
い
た
時
期
に
「
鉄
道
論
」
（18

8
20

922,25

）
が
、
そ

し
て
そ
の
報
道
が
終
結
し
た
後
に
「
鉄
道
布
設
」
（18

821
108

・
全
集
未
収
録
）
と
い
う
鉄
道
網
整
備
に

つ
い
て
の
社
説
が
見
つ
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
『
局
外
窺
見
』
の
続
編
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

 

壬
午
軍
乱
の
勃
発
に
よ
り
八
月
よ
り
報
道
の
体
制
は
大
き
く
変
更
さ
れ
た
。
八
月
二
日
か
ら
四
日
ま
で

の
「
朝
鮮
政
略
」
を
嚆
矢
と
し
て
、
九
月
九
日
の
『
兵
論
』
の
初
回
ま
で
、
ほ
ぼ
七
週
間
に
わ
た
っ
て
時

事
新
報
欄
は
壬
午
軍
乱
関
係
の
論
説
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
『
兵
論
』
の
連

載
は
開
始
さ
れ
た
の
だ
が
、
表
面
的
に
は
西
洋
諸
国
の
強
大
な
軍
事
力
に
日
本
は
い
か
に
対
処
す
る
べ
き

か
、
と
い
う
論
調
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
壬
午
軍
乱
の
渦
中
に
介
入
し
て
き
た
清
国
へ
の
対
抗
策
を
探
る

と
い
う
真
の
目
的
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
相
手
が
朝
鮮
政
府
だ
け
だ
っ
た
軍
乱
勃
発
後
最
初
の
三

週
間
は
事
態
の
早
期
収
拾
の
た
め
の
派
兵
論
を
開
陳
し
て
い
た
福
沢
だ
っ
た
が
、
清
国
の
直
接
介
入
が
明

ら
か
に
な
っ
た
後
の
『
兵
論
』
で
は
、
西
洋
諸
国
だ
け
で
は
な
く
清
国
と
比
し
て
も
日
本
の
軍
事
力
は
圧

倒
的
に
劣
勢
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
清
国
と
の
戦
争
は
思
い
と
ど
ま
る
べ
き
だ
、
と
い
う
意
見
を
述
べ
て
い

る
。
こ
の
主
張
が
当
時
の
時
事
新
報
の
若
手
記
者
た
ち
の
主
張
と
異
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
別
の

と
こ
ろ
で
書
い
た
（
註
８
）
。 

 

福
沢
の
長
期
連
載
は
草
稿
完
成
後
に
掲
載
を
開
始
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
が
、
緊
急
事
態
と
い
う
こ

と
に
鑑
み
て
、
執
筆
途
中
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
発
表
に
踏
み
切
っ
て
い
る
。
急
い
で
起
稿
さ
れ
た

た
め
か
、
原
型
ら
し
い
単
独
社
説
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
。
九
月
九
日
の
第
一
回
か
ら
一
六
日
の
第
七
回
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ま
で
ほ
ぼ
連
日
掲
載
さ
れ
、
半
月
の
休
載
の
後
一
〇
月
三
日
か
ら
一
九
日
に
か
け
て
第
八
回
か
ら
最
終
第

一
八
回
が
連
載
さ
れ
て
い
る
。
草
稿
の
完
成
は
掲
載
終
了
の
わ
ず
か
一
週
間
前
で
、
主
と
し
て
海
軍
の
増

強
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
後
半
部
は
壬
午
軍
乱
後
の
事
態
の
推
移
に
沿
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
福
沢
が

と
く
に
心
配
し
て
い
た
の
は
清
国
海
軍
と
の
不
測
の
衝
突
で
、
戦
力
と
練
度
の
差
に
よ
っ
て
、
日
本
海
軍

の
劣
勢
は
彼
の
目
に
は
明
ら
か
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
近
く
前
月
朝
鮮
の
事
変
に
際
し
て
も
、
我
輩
も
世

人
も
共
に
第
一
着
に
危
懼
を
抱
き
た
る
は
海
軍
薄
弱
の
一
事
な
り
き
」
（
⑤
三
二
〇
頁
）
と
あ
る
。 

 

一
〇
月
中
旬
に
『
兵
論
』
が
終
結
し
、
一
一
月
初
旬
に
単
行
本
化
さ
れ
て
も
、
壬
午
軍
乱
直
前
に
連
載

さ
れ
て
い
た
『
局
外
窺
見
』
は
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
代
わ
り
に
出
版
さ
れ
た
の
は
一
〇
月
二
一
日
か
ら

二
五
日
ま
で
四
回
連
載
さ
れ
た
『
徳
育
如
何
』
で
あ
る
。
こ
の
論
説
に
特
定
の
原
型
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。

『
兵
論
』
の
出
版
届
出
が
一
一
月
四
日
、
『
徳
育
如
何
』
の
届
出
は
二
日
後
の
一
一
月
六
日
と
な
っ
て
い

る
。
連
載
時
の
表
題
は
「
学
校
教
育
」
で
あ
っ
た
が
、
内
容
が
道
徳
教
育
に
限
定
さ
れ
て
い
た
た
め
改
題

さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

刊
行
さ
れ
た
『
徳
育
如
何
』
は
、
い
わ
ゆ
る
徳
育
論
争
の
口
火
を
切
る
儒
教
道
徳
再
興
に
反
対
し
た
著

作
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
福
沢
が
そ
れ
を
執
筆
し
た
動
機
は
、
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
の
「
教
学

大
旨
」
を
巡
っ
て
の
論
争
で
の
元
田
永
孚
の
発
言
が
念
頭
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
こ
の
時

期
の
出
版
と
な
っ
た
の
は
、
明
治
一
五
年
末
に
宮
内
省
よ
り
元
田
が
編
纂
し
た
儒
教
主
義
に
よ
る
修
身
教

科
書
『
幼
学
綱
要
』
が
頒
布
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
先
手
を
打
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

福
沢
と
し
て
は
儒
教
主
義
に
よ
る
修
身
教
育
に
は
大
反
対
で
、
自
主
独
立
の
精
神
こ
そ
が
真
の
道
徳
心
の

涵
養
に
つ
な
が
る
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。 

  

三 

明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）
・
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）
刊
行
の
著
作
に
つ
い
て 

  

明
治
一
六
年
の
年
が
明
け
て
一
月
二
〇
日
か
ら
二
月
五
日
ま
で
八
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
「
学
問

と
政
治
と
分
離
す
べ
し
」
を
ま
と
め
た
の
が
二
月
刊
行
の
『
学
問
之
独
立
』
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
『
徳

育
如
何
』
の
延
長
上
に
あ
る
。
元
田
永
孚
や
西
村
茂
樹
に
よ
る
再
び
漢
学
を
学
問
の
中
心
に
し
よ
う
と
す

る
運
動
が
半
ば
実
を
結
び
つ
つ
あ
る
こ
と
に
危
機
感
を
抱
い
た
福
沢
が
、
教
育
へ
の
政
治
の
介
入
を
防
ぐ

た
め
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
原
型
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
『
徳
育
如
何
』
の
続
編
と
し
て
書
か

れ
た
「
徳
育
余
論
」
（18

821
220,21

）
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
福
沢
が
提
唱
す
る
の
は
、
高
等
教
育
機
関
を
文
部
省
の
下
に
で
は
な
く
帝
室(

皇
室)

の
下
に
置
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く
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
帝
室
は
政
治
的
に
中
立
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
と
き
の
政

権
の
指
導
を
受
け
ず
に
済
む
と
い
う
こ
と
で
、
軍
の
中
立
を
保
つ
た
め
に
統
帥
権
が
天
皇
に
帰
属
す
る
の

と
同
じ
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
い
わ
ゆ
る
官
立
・
私
立
の
区
別
は
、
学
校
財
政
に
お
け
る
帝
室

か
ら
の
下
賜
金
の
割
合
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。
漢
学
の
伸
張
を
く
い
止
め
る
た
め
に
帝
室
を
持
ち
出

す
と
い
う
の
は
奇
異
に
も
感
ぜ
ら
れ
る
が
、
福
沢
が
理
解
す
る
と
こ
ろ
の
明
治
の
帝
室
は
五
箇
条
の
誓
文

の
第
五
条
「
智
識
を
世
界
に
求
め
大
に
皇
基
を
振
起
す
べ
し
」
の
制
約
下
に
あ
る
の
で
、
洋
学
中
心
の
私

立
学
校
が
帝
室
の
庇
護
下
に
置
か
れ
る
と
と
し
て
も
、
そ
れ
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。 

 

明
治
一
六
年
二
月
の
『
学
問
之
独
立
』
刊
行
か
ら
翌
明
治
一
七
年
一
月
の
『
全
国
徴
兵
論
』
ま
で
一
一

カ
月
も
の
間
が
空
い
て
い
る
。
書
簡
や
同
期
間
に
一
三
編
と
い
う
直
筆
草
稿
の
残
存
状
況
か
ら
も
、
新
聞

へ
の
並
々
な
ら
ぬ
関
与
が
伺
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
間
に
署
名
著
作
が
出
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
新
聞
社
の

運
営
が
忙
し
す
ぎ
て
、
ま
と
ま
っ
た
論
説
が
書
け
な
か
っ
た
た
め
と
推
測
で
き
る
。
次
の
『
全
国
徴
兵
論
』

の
出
版
の
経
緯
は
特
異
で
、
ま
ず
「
全
国
兵
は
字
義
の
如
く
全
国
な
る
可
し
」
（18

830
40
5,
06
,0

7

・
草

稿
残
存
）
と
い
う
三
回
の
掲
載
が
あ
り
、
八
カ
月
後
の
「
改
正
徴
兵
令
」
（188401

04
,
05,07

）
三
回
分

と
合
わ
せ
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
。 

 

単
独
で
は
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
「
全
国
兵
は
字
義
の
如
く
全
国
な
る
可
し
」
の
骨
子
は
、
徴
兵
と
い
う

か
ら
に
は
全
成
年
男
子
に
適
応
さ
れ
る
べ
き
で
例
外
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
主
張
は
明
治
一
四
年
九
月
刊
行
の
『
時
事
小
言
』
の
結
論
部
に
も
あ
る
福
沢
の
持
論
で
あ
る
が
、
そ
れ

を
「
改
正
徴
兵
令
」
と
合
わ
せ
て
出
版
す
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
明
治
一
六
年
一
二
月
に
改
正
さ
れ
た
徴

兵
令
に
官
立
学
校
在
籍
卒
業
者
に
限
っ
て
の
徴
兵
免
除
規
定
が
あ
る
こ
と
に
反
発
し
て
の
よ
う
だ
。
「
改

正
徴
兵
令
」
は
、
こ
の
処
置
は
私
立
学
校
在
籍
卒
業
者
を
（
同
じ
く
徴
兵
免
除
の
な
い
）
小
学
校
卒
業
者

と
同
等
と
み
な
す
こ
と
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。 

 

学
歴
・
社
会
階
級
に
よ
ら
ず
に
兵
役
に
就
く
べ
き
だ
と
福
沢
が
主
張
し
た
の
は
、
国
民
と
し
て
の
連
帯

意
識
を
涵
養
す
る
た
め
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
同
時
に
高
学
歴
者
や
兵
役
税
を
負
担
す
る
こ
と
が
可
能

な
階
層
出
身
者
に
は
就
役
期
間
を
短
縮
す
る
措
置
を
と
る
べ
き
だ
と
も
唱
え
て
い
て
、
改
正
さ
れ
た
徴
兵

令
で
は
官
立
学
校
在
卒
業
者
の
み
が
兵
役
免
除
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
批
判
の
矛
先
を
向
け
た
の
で
あ

る
。 

 

刊
行
さ
れ
た
『
全
国
徴
兵
論
』
に
は
は
っ
き
り
書
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
現
在
で
は
福
沢
の
真
意
を
汲

み
取
る
の
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
す
ぐ
後
に
紙
上
掲
載
さ
れ
た
社
説
「
徴
兵
令
に
関
し
て
公
私

学
校
の
区
別
」
（188401

18,
19

・
全
集
未
収
録
）
に
は
、
こ
の
改
正
徴
兵
令
が
私
立
学
校
存
続
に
と
っ
て
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脅
威
と
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
慶
応
義
塾
は
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
か
ら
在
籍
卒
業
者
の

徴
兵
免
除
特
権
が
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
改
正
徴
兵
令
が
施
行
さ
れ
れ
ば
志
願
者
の
さ
ら
な
る
減
少

が
予
想
さ
れ
た
。
そ
の
危
機
意
識
が
「
全
国
兵
は
字
義
の
如
く
全
国
な
る
可
し
」
が
掲
載
さ
れ
て
八
ヶ
月

も
経
過
し
て
か
ら
の
『
全
国
徴
兵
論
』
刊
行
の
直
接
の
動
機
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
で
出
さ
れ

た
た
め
か
、
「
全
国
兵
は
字
義
の
如
く
全
国
な
る
可
し
」
を
さ
ら
に
遡
る
原
型
は
書
か
れ
て
は
い
な
い
よ

う
で
あ
る
。 

 

明
治
一
七
年
に
は
も
う
一
冊
、
『
通
俗
外
交
論
』
の
刊
行
が
あ
る
。
六
月
一
一
日
に
連
載
が
開
始
さ
れ
、

同
一
七
日
に
全
六
回
の
掲
載
が
終
了
し
て
同
月
中
に
単
行
本
化
さ
れ
た
。
内
容
は
外
交
全
般
を
論
じ
た
も

の
で
は
な
く
、
国
家
の
独
立
に
と
っ
て
治
外
法
権
の
撤
廃
が
い
か
に
重
要
か
を
述
べ
た
論
説
で
あ
る
。
ほ

ぼ
同
趣
旨
の
社
説
と
し
て
「
外
国
宣
教
師
は
何
の
目
的
を
以
て
日
本
に
在
る
か
」
（18

8
40602

・
全
集
未

収
録
）
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
読
む
と
、
そ
れ
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
に
反
対
し
て
き
た
福
沢
が
こ
の
時
期
に
突

如
そ
の
布
教
に
寛
容
に
な
っ
た
真
の
理
由
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
時
期
外
務
卿
と
し
て
条
約
改
正
交
渉
を
担
当
し
て
い
た
の
は
長
州
閥
に
し
て
は
近
し
い
関
係
に
あ

っ
た
井
上
馨
で
、
彼
は
難
度
の
高
い
税
権
回
復
を
後
回
し
に
、
先
ず
は
治
外
法
権
の
撤
廃
か
ら
と
、
い
わ

ゆ
る
鹿
鳴
館
外
交
を
推
進
し
て
い
た
。
福
沢
は
そ
の
井
上
を
助
け
る
論
陣
を
張
っ
て
い
た
が
、
そ
の
一
つ

が
『
通
俗
外
交
論
』
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
そ
れ
ま
で
反
キ
リ
ス
ト
教
的
な
主
張
を
貫
い
て
き
た
時
事

新
報
が
に
わ
か
に
キ
リ
ス
ト
教
容
認
に
論
調
を
変
更
し
た
の
も
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
で
、
そ
の
こ
と
を
示

す
画
期
的
社
説
「
宗
教
も
亦
西
洋
風
に
従
わ
ざ
る
を
得
ず
」
（1884
06
06
,0

7

）
の
掲
載
は
、
「
外
国
宣
教

師
は
何
の
目
的
を
以
て
日
本
に
在
る
か
」
掲
載
の
四
日
後
、
『
通
俗
外
交
論
』
連
載
開
始
の
四
日
前
で
あ

る
。
治
外
法
権
の
撤
廃
は
外
国
人
の
移
動
の
自
由
と
表
裏
一
体
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
は
日
本
人
ば
か
り

で
な
く
、
日
本
国
内
で
の
布
教
の
自
由
を
求
め
て
い
た
外
国
人
宣
教
師
に
と
っ
て
も
利
益
が
あ
る
は
ず
だ

っ
た
。
福
沢
は
外
国
人
宣
教
師
を
味
方
と
す
る
こ
と
で
、
条
約
改
正
交
渉
を
有
利
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
に

画
策
し
た
と
も
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。 

  

四 

明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
・
明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）
刊
行
の
著
作
に
つ
い
て 

  

明
治
一
七
年
の
下
半
期
か
ら
翌
年
の
上
半
期
に
か
け
て
の
一
年
は
、
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
影
響
力
を
巡
っ
て

清
国
と
フ
ラ
ン
ス
が
衝
突
し
た
清
仏
戦
争
と
、
朝
鮮
で
勃
発
し
た
独
立
党
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
で
あ
る
甲
申

政
変
が
あ
っ
た
た
め
、
社
説
欄
は
事
件
報
道
に
費
や
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
刊
行
を
目
的
と
し
た
長
編
論
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説
は
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
一
〇
月
二
四
日
か
ら
三
〇
日
ま
で
六
回
連
載
の
草
稿

残
存
社
説
「
貧
富
論
」
や
、
草
稿
非
残
存
な
が
ら
一
二
月
一
日
か
ら
六
日
ま
で
六
回
連
載
さ
れ
た
「
通
俗

道
徳
論
」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
が
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
。 

 

甲
申
政
変
が
独
立
党
の
敗
北
と
決
し
、
事
後
処
理
も
片
付
い
た
明
治
一
八
年
六
月
四
日
か
ら
一
二
日
ま

で
「
日
本
婦
人
論
」
（
草
稿
残
存
）
と
題
さ
れ
た
六
回
の
連
載
が
あ
る
。
そ
の
一
ヶ
月
後
の
七
月
七
日
か

ら
一
七
日
ま
で
「
日
本
婦
人
論
後
編
」
（
草
稿
残
存
）
一
〇
回
が
載
せ
ら
れ
て
、
直
後
に
後
編
の
み
が
刊

行
さ
れ
て
い
る
。
「
日
本
婦
人
論
」
と
「
日
本
婦
人
論
後
編
」
を
読
み
比
べ
て
み
る
と
、
前
者
は
固
い
文

語
文
で
書
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、後
者
は
分
か
り
や
す
い
か
な
混
じ
り
文
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
は[

日
本

女
性
の
地
位
の
低
さ
を
批
判
し
て
さ
ら
に
そ
の
状
況
を
改
善
す
る
べ
き
と
の]

内
容
に
大
差
は
な
い
。重
複

が
多
す
ぎ
る
ゆ
え
に
前
者
は
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
に

福
沢
自
身
が
編
纂
し
た
明
治
版
『
福
沢
全
集
』
（
時
事
新
報
社
刊
）
に
は
「
日
本
婦
人
論
」
も
収
録
さ
れ

て
い
る
。
掲
載
直
後
に
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
著
作
で
明
治
版
に
収
め
ら
れ
た
の
は
本
作
だ
け
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
明
治
一
八
年
六
月
七
月
に
福
沢
の
女
性
論
が
集
中
的
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
原
型
と
い
う
べ
き
社
説
と
し
て
、[

日
本
女
性
の
地
位
が
低
い
こ
と
を
批
判
し
た]

「
Ａ
我
国
に
は
男

尊
女
卑
の
風
習
あ
り
」
（188

50520

・
全
集
未
収
録
）
と[

そ
の
状
況
を
改
善
す
る
べ
き
だ
と
す
る]

「
Ｂ

男
尊
女
卑
の
風
習
破
ら
ざ
る
可
ら
ず
」
（1885

0521

・
全
集
未
収
録
）
の
二
編
を
指
摘
で
き
る
。
お
そ
ら

く
五
月
初
旬
か
ら
中
旬
に
か
け
て
こ
の
二
編
を
用
意
し
、
七
月
中
旬
に
か
け
て
女
性
の
地
位
向
上
の
た
め

の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
張
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
さ
ら
に
調
べ
て
み
る
と
四
月
一
一
日
に
「
婦
人
責
任
論
」

と
い
う
演
説
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
推
測
す
る
に
五
月
の
社
説

の
さ
ら
に
原
型
と
も
い
う
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

大
変
な
話
題
作
と
な
っ
た
『
日
本
婦
人
論
後
編
』
か
ら
五
ヶ
月
後
の
一
二
月
に
刊
行
さ
れ
た
の
が
『
士

人
処
世
論
』
で
あ
る
。
初
出
は
九
月
二
八
日
か
ら
一
〇
月
六
日
ま
で
の
「
士
人
処
世
論
」
六
回
と
、
一
〇

月
二
四
日
か
ら
二
九
日
ま
で
の
「
士
人
処
世
論
続
」
五
回
に
分
け
て
一
ヶ
月
の
間
に
一
一
回
掲
載
さ
れ
た
。

そ
の
内
容
は
前
途
有
為
の
青
年
が
官
界
ば
か
り
を
目
指
す
風
潮
を
戒
め
て
、
も
っ
と
実
業
界
に
目
を
向
け

る
よ
う
に
促
し
た
も
の
で
、
そ
の
原
型
は
同
内
容
の
「
処
世
の
覚
悟
」
（18

85
08
29

・
全
集
未
収
録
）
と

「
農
工
商
人
た
る
は
志
士
の
恥
辱
に
あ
ら
ず
」
（1885

091
0

・
全
集
未
収
録
）
で
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ

る
。 

 

明
治
一
八
年
一
二
月
刊
行
の
『
品
行
論
』
は
、
一
一
月
二
〇
日
か
ら
一
二
月
一
日
ま
で
一
〇
回
の
連
載

を
初
出
と
し
て
い
る
。
日
本
の
男
性
の
不
品
行
を
咎
め
、
そ
の
生
活
の
改
善
を
促
し
た
本
作
の
原
型
と
な

る
単
発
の
社
説
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
。署
名
著
作
も
含
め
て
広
く
類
似
し
た
内
容
の
記
述
を
探
す
と『
日
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本
婦
人
論
後
編
』
に
、
「
男
子
は
其
（
婦
人
の
：
論
者
補
足
）
静
な
る
を
好
き
こ
と
に
し
て
公
け
に
不
品

行
を
犯
し
て
人
に
隠
し
も
せ
ず
、
妾
を
召
抱
へ
又
こ
れ
を
取
替
へ
、
容
易
に
妻
を
娶
り
て
容
易
に
離
縁
す

る
な
ど
、
勝
手
次
第
な
る
者
あ
り
」
（
⑤
四
九
〇
頁
）
と
い
う
部
分
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
『
品
行
論
』
で

指
摘
さ
れ
て
い
る
日
本
の
男
性
が
改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
点
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と

『
日
本
婦
人
論
後
編
』
へ
の
反
響
の
う
ち
に
、
『
品
行
論
』
執
筆
を
促
す
内
容
の
も
の
が
あ
っ
た
と
も
考

え
ら
れ
る
。 

 

翌
明
治
一
九
年
の
五
月
二
六
日
か
ら
六
月
三
日
ま
で
八
回
連
載
さ
れ
た
『
男
女
交
際
論
』
は
、
精
神
的

に
独
立
し
た
男
女
が
対
等
の
関
係
で
の
人
間
交
際
を
結
ぶ
べ
き
だ
と
す
る
論
説
で
あ
る
が
、
原
型
と
な
る

単
独
の
社
説
は
発
表
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
内
容
と
同
趣
旨
の
記
述
を
先
行
す
る
署

名
著
作
に
探
し
た
が
、
発
見
で
き
な
か
っ
た
。
日
本
の
男
性
の
行
状
を
批
判
し
た
『
品
行
論
』
を
読
め
ば

ど
の
よ
う
な
男
女
関
係
が
望
ま
し
い
か
に
つ
い
て
に
つ
い
て
の
疑
問
が
生
じ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
、
そ

の
よ
う
な
反
響
に
応
え
る
も
の
と
し
て
用
意
さ
れ
た
原
稿
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。 

 

『
男
女
交
際
論
』
が
刊
行
さ
れ
た
直
後
の
六
月
二
三
日
か
ら
二
六
日
ま
で
「
男
女
交
際
余
論
」
四
回
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
福
沢
の
手
に
よ
っ
て
は
出
版
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
『
男
女
交
際
論
』

と
合
本
に
し
た
偽
版
が
確
認
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
福
沢
の
女
性
論
へ
の
反
響
が
い
か
に
大
き

か
っ
た
か
が
分
か
る
の
で
あ
る
。 

  

五 

明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）
刊
行
の
著
作
に
つ
い
て 

  

明
治
一
九
年
六
月
刊
の
『
男
女
交
際
論
』
の
次
は
明
治
二
一
年
一
月
刊
の
『
日
本
男
子
論
』
で
、
署
名

著
作
が
出
さ
れ
な
か
っ
た
期
間
は
一
年
半
も
あ
る
。
直
筆
草
稿
残
存
社
説
（
註
９
）
に
つ
い
て
調
べ
る
と
、

｢

米
麦
作
を
断
念
す
可
し
（
前
編
）｣(18
860621

)

の
次
が
「
条
約
改
正
会
議
延
長
」
（1

88
70804

）
に
な

っ
て
い
る
。
書
簡
に
よ
れ
ば
こ
の
時
期
の
福
沢
は
、
中
上
川
彦
次
郎
主
筆
の
ほ
か
社
説
記
者
の
渡
辺
治
と

高
橋
義
雄
を
駆
使
し
て
日
々
の
社
説
を
仕
上
げ
て
い
た
の
で
、
直
筆
社
説
は
書
か
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な

く
何
ら
か
の
事
情
で
残
ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
あ
る
い
は
明
治
二
〇
年
四
月
の
中
上
川
主
筆
の
辞
職
、
七

月
の
高
橋
の
退
社
、
そ
し
て
八
月
の
伊
藤
欽
亮
総
編
集
の
就
任
ま
で
の
混
乱
期
の
う
ち
に
失
わ
れ
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。
じ
っ
く
り
と
腰
を
落
ち
着
け
て
長
編
を
書
く
余
裕
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
同
年
七
月
九
日

付
長
男
一
太
郎
宛
書
簡
に
は
、
「
新
聞
社
は
実
に
忙
し
く
、
彦
次
郎
が
山
陽
鉄
道
に
参
候
後
は
拙
者
一
人

に
て
、
高
橋
と
渡
辺
を
加
勢
に
し
て
今
日
迄
参
候
」
（
⑱
一
二
八
頁
）
と
あ
る
。 
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明
治
二
〇
年
八
月
に
伊
藤
総
編
集
、
渡
辺
・
石
河
両
社
説
記
者
と
い
う
体
制
が
整
っ
て
か
ら
や
っ
と
長

い
論
説
を
書
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
み
え
、
一
〇
月
に
は
六
日
か
ら
一
二
日
ま
で
「
私
権
論
」
五
回
が
連

載
さ
れ
た
が
刊
行
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
明
治
二
一
年
一
月
一
二
日
か
ら
二
四
日
に
か
け
て
「
日

本
男
子
論
」
一
〇
回
が
連
載
さ
れ
て
、
同
月
中
に
刊
行
の
運
び
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
『
日
本
男
子
論
』
で
あ
る
が
、
先
行
す
る
単
独
の
社
説
に
原
型
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
執
筆
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度
の
絞
込
み
が
可
能
で
、
文
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
英
国
の

政
治
家
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
デ
レ
ク
の
不
倫
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
は
、
「
日
本
男
子
論
」
連
載
一
年
前
の
社
説
「
言

論
検
束
の
撤
去
」
（188

7012
5

・
全
集
未
収
録
）
で
報
道
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
執
筆
は
『
男
女
交
際
論
』

の
直
後
で
は
な
く
、
少
な
く
て
も
翌
年
一
月
以
降
と
な
る
が
、
も
し
「
私
権
論
」
よ
り
前
に
脱
稿
し
て
い

た
な
ら
こ
ち
ら
が
先
に
発
表
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
時
系
列
順
に
「
私
権
論
」
の
後
に
と
り
か
か
っ

た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
内
容
は
『
品
行
論
』
で
批
判
さ
れ
て
い
た
日
本
の
男
性
の
よ
く
な
い
と

こ
ろ
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
改
善
で
き
る
か
と
い
う
も
の
で
、
お
そ
ら
く
は
、
掃
除
破
壊
を
す
る
だ
け
で

は
な
く
建
置
経
営
も
せ
よ
、
と
い
う
読
者
の
声
に
応
え
た
も
の
で
あ
る
。 

 

明
治
二
一
年
に
は
も
う
一
冊
一
〇
月
刊
行
の
『
尊
王
論
』
が
あ
る
。
九
月
二
六
日
か
ら
一
〇
月
六
日
ま

で
九
回
連
載
さ
れ
た
。
明
治
一
八
年
五
月
の
「
日
本
婦
人
論
」
以
降
『
日
本
男
子
論
』
ま
で
の
三
年
近
く

の
間
、
福
沢
の
関
心
の
中
心
は
男
女
論
に
あ
っ
た
。
こ
こ
に
き
て
署
名
著
作
と
し
て
は
『
帝
室
論
』
以
来

六
年
半
ぶ
り
に
天
皇
論
を
刊
行
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
『
日
本
男
子
論
』
刊
行
後
の
紙
面
に
あ
た
っ
た
と

こ
ろ
、
帝
室
を
テ
ー
マ
に
し
た
社
説
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
さ
ら
に
遡
る
と
、[

帝
室
の
尊
厳
神

聖
に
依
頼
し
て
国
内
の
騒
擾
を
未
然
に
防
ぐ
べ
き
だ
、
と
い
う]

『
尊
王
論
』
と
同
内
容
の
社
説
「
帝
室
の

緩
和
力
」
（1886

0227,2
8

・
全
集
未
収
録
）
が
刊
行
二
年
半
前
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

別
の
と
こ
ろ
（
註10

）
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
論
者
は
『
尊
王
論
』
の
下
書
き
を
担
当
し
た
の
は
石
河
幹

明
で
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
福
沢
は
、
男
女
論
に
区
切
り
が
つ
い
た
こ
と
に
よ
り
、
次
の

テ
ー
マ
を
天
皇
論
に
定
め
、
石
河
に
「
帝
室
の
緩
和
力
」
を
原
型
と
す
る
長
編
社
説
の
下
書
き
を
命
じ
た

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
時
期
の
福
沢
書
簡
に
皇
室
制
度
に
対
す
る
関
心
を
う
か
が
わ
せ

る
も
の
が
な
い
た
め
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
蓋
然
に
と
ど
ま
る
。 

  

六 

明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
・
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）
刊
行
の
著
作
に
つ
い
て 

  

明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）
一
〇
月
刊
行
の
『
尊
王
論
』
の
次
は
明
治
二
五
年
六
月
に
出
さ
れ
た
『
国
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会
の
前
途
・
国
会
難
局
の
由
来
・
治
安
小
言
・
地
租
論
』
と
な
る
が
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
四
つ
の
論

説
の
初
出
は
、
「
国
会
の
前
途
」
が
明
治
二
三
年
一
二
月
一
〇
日
か
ら
二
三
日
ま
で
の
一
二
回
、
「
国
会

難
局
の
由
来
」
が
明
治
二
五
年
一
月
二
八
日
か
ら
二
月
五
日
ま
で
の
八
回
、
「
治
安
小
言
」
が
同
年
二
月

二
八
日
か
ら
三
月
四
日
ま
で
の
五
回
、
「
地
租
論
」
が
同
年
四
月
二
九
日
か
ら
五
月
八
日
ま
で
の
九
回
と

な
っ
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
四
編
の
う
ち
「
国
会
の
前
途
」
の
み
明
治
二
三
年
の
発
表
で
あ
る
が
、
思
う
に
明
治
二
五
年
に

な
っ
て
こ
の
よ
う
に
古
い
論
説
を
引
っ
張
り
出
し
た
の
に
は
、
第
一
議
会
開
会
中
に
発
表
さ
れ
た
「
国
会

の
前
途
」
を
読
ま
な
い
と
、
明
治
二
四
年
一
二
月
二
五
日
に
解
散
し
た
第
二
議
会
が
直
面
し
て
い
た
問
題

の
由
来
が
理
解
し
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
「
国
会
の
前
途
」
は
江
戸
時
代
ま
で
遡
っ
て
議

会
設
立
の
経
緯
を
記
述
し
た
も
の
で
、
長
ら
く
少
数
者
に
よ
る
政
治
決
定
に
慣
れ
て
き
た
日
本
の
政
治
風

土
か
ら
い
っ
て
、
維
新
の
精
神
に
か
な
う
、
衆
議
に
よ
っ
て
も
の
ご
と
を
決
め
る
議
会
制
度
が
根
を
下
ろ

す
の
は
困
難
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
案
の
定
第
二
議
会
に
お
い
て
地
租
軽
減
を
争
点
と
し
て
官
党
と

民
党
の
対
立
が
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
事
態
に
立
ち
至
り
、
明
治
二
五
年
二
月
一
五
日
に
第
二
回
衆
議
院
議

員
総
選
挙
と
な
っ
て
、
満
を
持
し
て
発
表
さ
れ
た
の
が
後
の
三
編
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
国
会
難
局
の
由

来
」
が
議
会
解
散
の
遠
因
を
明
治
一
四
年
政
変
後
の
政
府
と
在
野
の
政
治
家
と
の
路
線
の
違
い
に
求
め
、

対
立
す
る
両
者
に
調
和
を
も
た
ら
す
た
め
「
治
安
小
言
」
で
は
言
論
の
自
由
に
つ
い
て
政
府
が
譲
る
べ
き

と
こ
ろ
を
示
し
、
さ
ら
に
「
地
租
論
」
で
は
地
租
軽
減
を
唱
え
て
い
る
民
党
支
持
者
に
、
地
租
軽
減
は
民

力
の
休
養
に
は
つ
な
が
ら
ず
時
に
は
増
税
も
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
諭
し
て
い
る
。 

 

総
選
挙
は
二
月
に
あ
っ
た
が
、
第
三
回
帝
国
議
会
（
特
別
会
）
が
開
会
し
た
の
は
五
月
六
日
に
な
っ
て

か
ら
だ
っ
た
。
『
国
会
の
前
途
・
国
会
難
局
の
由
来
・
治
安
小
言
・
地
租
論
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
そ

の
特
別
会
が
閉
会
す
る
頃
で
、
福
沢
は
お
そ
ら
く
第
二
議
会
の
紛
糾
と
解
散
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
た
政
治
停

滞
は
今
後
も
繰
り
返
す
こ
と
を
見
越
し
て
、
そ
れ
ら
を
後
世
に
残
そ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の

論
説
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
単
独
社
説
を
探
し
た
と
こ
ろ
、
「
国
会
の
前
途
」
の
原
型
は
「
帝
国
議
会
の

開
院
式
」
（1890

1129

・
全
集
未
収
録
）
、
「
国
会
難
局
の
由
来
」
の
そ
れ
は
「
国
会
は
万
能
の
府
に
あ

ら
ず
」
（188805

23

・
全
集
未
収
録
）
、
「
治
安
小
言
」
に
つ
い
て
は
「
超
然
主
義
は
根
底
よ
り
廃
す
可

し
」
（18

920223

・
全
集
未
収
録
）
、
「
地
租
論
」
に
つ
い
て
は
「
地
租
軽
減
」
（18

9
10829

・
全
集
未

収
録
（
註11

）
）
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。 

 

社
説
欄
へ
の
連
載
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
は
最
後
と
な
る
『
実
業
論
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
翌
明
治

二
六
年
五
月
の
こ
と
で
、
そ
の
初
出
は
同
年
三
月
三
〇
日
か
ら
四
月
一
五
日
ま
で
の
一
五
回
で
あ
っ
た
。

そ
の
内
容
は
、
憲
法
と
議
会
開
設
に
よ
り
政
治
の
近
代
化
は
進
み
つ
つ
あ
る
の
に
、
実
業
の
革
命
は
未
だ
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し
で
あ
る
の
は
、
高
学
歴
の
者
が
実
業
に
入
ら
な
い
か
ら
だ
と
し
て
、
実
業
に
お
け
る
教
育
の
重
要
性
を

述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
原
型
は
「
後
進
の
方
向
」
（1

8921009

・
全
集
未
収
録
）
で
、
そ
の
末
尾
に

「
猶
ほ
今
後
の
就
学
者
の
心
得
及
び
政
府
の
教
育
法
等
に
就
て
は
重
ね
て
機
を
以
て
論
ず
る
所
あ
る
可

し
」
と
予
告
さ
れ
て
い
る
の
が
、
半
年
後
に
発
表
さ
れ
た
こ
の
『
実
業
論
』
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。 

  

七 

発
見
さ
れ
た
新
事
実
に
つ
い
て 

  

署
名
著
作
の
原
型
追
究
は
以
上
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
で
従
来
ま
で
気
づ
か
れ
て
こ
な
か
っ
た
新
事
実

が
い
く
つ
か
明
ら
か
と
な
っ
た
。 

 

新
事
実
の
第
一
は
、
原
型
の
大
部
分
が
全
集
未
収
録
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
註12

）
。

署
名
著
作
一
八
タ
イ
ト
ル
の
う
ち
、
原
型
が
発
見
で
き
た
も
の
は
一
二
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の

う
ち
現
行
版
全
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
二
タ
イ
ト
ル
に
す
ぎ
ず
、
さ
ら
に
石
河
幹
明
が
編
纂
し
た
大

正
版
全
集
と
昭
和
版
続
全
集
に
採
録
さ
れ
て
い
る
の
は
「
徳
育
余
論
」
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
石
河
は
原

型
の
多
く
を
大
正
・
昭
和
版
の
「
時
事
論
集
」
か
ら
落
し
た
わ
け
で
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の

原
型
を
福
沢
起
筆
ま
た
は
福
沢
立
案
と
は
み
な
さ
な
か
っ
た
か
、
ま
た
は
福
沢
の
も
の
と
判
断
し
た
が
あ

え
て
落
し
た
の
い
ず
れ
か
が
考
え
ら
れ
る
。 

 

福
沢
の
も
の
と
み
な
さ
な
か
っ
た
と
推
測
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
不
自
然
す
ぎ
る
。
論
者
の
見
る
と

こ
ろ
、
署
名
著
作
と
原
型
の
関
連
が
深
く
看
取
で
き
る
の
は
、
『
帝
室
論
』
と
「
立
憲
帝
政
党
を
論
ず
」

で
あ
る
が
、
石
河
は
こ
の
草
稿
残
存
社
説
さ
え
続
全
集
に
採
録
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
『
日
本
婦
人
論
後

編
』
と
「
Ａ
我
国
に
は
男
尊
女
卑
の
風
習
あ
り
」
「
Ｂ
男
尊
女
子
の
風
習
破
ら
ざ
る
可
ら
ず
」
の
両
社
説

の
関
係
も
明
白
で
、
福
沢
直
筆
と
は
断
定
で
き
な
い
も
の
の
、
少
な
く
と
も
福
沢
立
案
社
説
で
は
あ
る
こ

と
は
分
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
『
士
人
処
世
論
』
に
つ
い
て
も
、
処
世
と
い
う
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
「
処

世
の
覚
悟
」
す
ら
落
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
後
者
の
故
意
に
採
録
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
く
な

る
わ
け
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
故
意
に
落
し
た
と
し
て
そ
の
理
由
を
推
測
し
た
い
。
「
時
事
論
集
」
に
社
説
を
採
録
す
る
に
当

た
っ
て
、
石
河
は
故
意
に
福
沢
直
筆
社
説
を
排
除
し
た
と
い
う
疑
い
に
つ
い
て
は
す
で
に
別
の
と
こ
ろ
に

書
い
た
（
註1
3

）
。
そ
の
場
合
は
、
石
河
が
描
こ
う
と
し
た
福
沢
像
と
の
齟
齬
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、

署
名
著
作
の
原
型
の
排
除
の
理
由
と
は
な
ら
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
原
型
の
非
採
録
は
、
全
集
全
体
を
通

し
て
内
容
の
重
複
を
な
る
べ
く
避
け
た
い
と
い
う
意
向
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
推
測
が
浮
上
し
て
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く
る
。[

そ
れ
が
続
全
集
の
編
纂
方
針
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
操
作
は
必
ず
し
も
不
当
と
は
い
え
な
い
で
あ

ろ
う
。]
と
は
い
え
、
こ
と
福
沢
に
由
来
す
る
社
説
に
つ
い
て
は
網
羅
的
に
採
録
し
た
、
と
い
う
石
河
の
証

言
（
註14
）
の
信
憑
性
は
さ
ら
に
低
く
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。 

 

新
事
実
の
第
二
は
、
原
型
の
掲
載
か
ら
署
名
著
作
の
連
載
が
始
ま
る
ま
で
、
か
な
り
の
ば
ら
つ
き
が
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
最
短
は
『
通
俗
外
交
論
』
の
九
日
で
、
『
時
事
大
勢
論
』
一
七
日
、
『
帝
室
論
』
二

七
日
、
『
学
問
之
独
立
』
一
ヶ
月
、
『
日
本
婦
人
論
後
編
』
二
ヶ
月
（
た
だ
し
前
編
ま
で
は
一
五
日
）
、

『
士
人
処
世
論
』
一
ヶ
月
と
、
半
数
の
六
タ
イ
ト
ル
は
お
お
む
ね
一
ヶ
月
以
内
で
あ
る
の
に
対
し
、
『
尊

王
論
』
は
二
年
七
ヶ
月
後
、
『
国
会
の
前
途
・
国
会
難
局
の
由
来
・
治
安
小
言
・
地
租
論
』
は
、
原
型
の

う
ち
最
初
に
掲
載
さ
れ
た
「
国
会
は
万
能
の
府
に
あ
ら
ず
」
か
ら
四
年
一
ヶ
月
後
、
最
後
の
「
超
然
主
義

は
根
底
よ
り
廃
す
可
し
」
か
ら
四
ヶ
月
後
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
合
本
で
あ
る
本
書
の
刊
行
の
事
情

に
つ
い
て
は
す
で
に
書
い
た
通
り
で
、
こ
の
場
合
は
原
型
掲
載
四
ヶ
月
後
と
す
る
の
が
妥
当
か
も
し
れ
な

い
。
な
お
、
社
説
欄
掲
載
の
署
名
著
作
と
し
て
は
最
後
と
な
る
『
実
業
論
』
に
つ
い
て
は
原
型
「
後
進
の

方
向
」
発
表
七
ヶ
月
後
の
刊
行
と
な
っ
て
い
る
。 

 

以
上
を
ま
と
め
る
と
論
者
に
は
『
尊
王
論
』
の
原
型
と
本
編
の
間
隔
が
異
常
に
離
れ
て
い
る
よ
う
に
感

ぜ
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
の
『
尊
王
論
』
の
版
元
だ
け
が
、
時
事
新
報
社
（
慶
応
義
塾
出
版
社
）
で
は
な
く

集
成
社
と
な
っ
て
い
る
。
別
の
論
文
を
書
い
た
と
き
に
調
べ
た
の
だ
が
、
刊
行
さ
れ
た
明
治
二
一
年
の
書

簡
に
、
帝
室
に
触
れ
た
書
簡
も
社
説
も
、
こ
の
『
尊
王
論
』
以
外
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
も
し
『
尊
王
論
』

が
福
沢
立
案
石
河
起
筆
の
カ
テ
ゴ
リ
ーⅡ

論
説
だ
と
す
る
な
ら
、
福
沢
は
明
治
二
一
年
の
夏
に
突
然
二
年

半
も
前
の
社
説
の
長
編
化
を
思
い
立
ち
、
下
書
き
を
石
河
に
命
じ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
あ
り

え
な
い
こ
と
だ
と
断
言
は
で
き
な
い
も
の
の
、
不
自
然
さ
は
否
め
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
、
石
河

が
前
々
か
ら
目
を
つ
け
て
い
た
社
説
「
帝
室
の
緩
和
力
」
の
長
編
化
を
福
沢
に
申
し
出
た
、
と
い
う
の
な

ら
腑
に
落
ち
る
の
で
あ
る
。
管
見
の
か
ぎ
り
、
後
年
単
行
本
化
さ
れ
た
『
尊
王
論
』
の
内
容
に
言
及
し
て

い
る
の
は
戦
前
で
は
石
河
た
だ
一
人
で
あ
る
。[

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
『
尊
王
論
』
刊
行
を
め
ぐ
る
問
題

に
つ
い
て
は
、
今
後
福
沢
の
思
想
全
体
の
中
で
慎
重
に
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。]

 

 

新
事
実
の
第
三
は
、
『
日
本
婦
人
論
後
編
』
を
除
い
て
、
以
後
の
男
女
論
を
福
沢
は
書
き
下
ろ
し
と
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
明
治
一
八
年
五
月
に
「
日
本
婦
人
論
」
（
八
回
）
と
『
日
本
婦
人
論
後
編
』

（
一
〇
回
）
の
原
型
と
な
る
二
編
の
社
説
が
発
表
さ
れ
た
後
、
『
品
行
論
』
（
一
〇
回
）
・
『
男
女
交
際

論
』
（
八
回
）
・
「
男
女
交
際
余
論
」
（
四
回
）
・
『
日
本
男
子
論
』
（
一
〇
回
）
は
い
ず
れ
も
一
つ
前

の
著
作
の
結
論
部
が
引
き
延
ば
さ
れ
る
形
で
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
福
翁
自
伝
』
末
尾
に
あ
る
福

沢
生
涯
の
希
望
三
ヶ
条
の
第
一
「
全
国
男
女
の
気
品
を
次
第
次
第
に
高
尚
に
導
い
て
真
実
文
明
の
名
に
恥
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ず
か
し
く
な
い
よ
う
に
す
る
」
た
め
の
著
作
を
、
時
局
的
な
問
題
と
は
区
別
し
て
執
筆
し
て
い
た
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。 

  

お
わ
り
に
―
本
論
文
の
研
究
史
上
の
意
義
に
つ
い
て 

  

第
一
節
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
福
沢
の
長
編
論
説
に
は
そ
れ
に
先
立
つ
原
型
と
も
い
う
べ
き
短
編
が
存

在
す
る
こ
と
は
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
と
時
事
新
報
掲
載
論
説
に
つ
い
て
い
う
な
ら
、
署

名
著
作
に
対
応
す
る
原
型
社
説
の
探
究
と
い
う
本
論
文
が
試
み
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に
先
行
研
究
は
な
い
の
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
、
第
七
節
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
単
独
で
掲
載
さ
れ
た
原
型
社
説
は
多
く
の
場
合

石
河
幹
明
に
よ
る
大
正
版
・
昭
和
版
「
時
事
論
集
」
へ
の
採
録
か
ら
洩
れ
て
い
て
、
読
者
は
そ
う
し
た
社

説
が
あ
る
こ
と
自
体
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
近
年
『
福
沢
諭
吉
事
典
』
（
二
〇
一

〇
年
一
二
月
・
慶
応
義
塾
刊
）
の
「
『
時
事
新
報
』
社
説
・
漫
言
一
覧
」
に
よ
っ
て
そ
の
全
タ
イ
ト
ル
と

全
集
へ
の
採
否
が
明
ら
か
と
な
り
、
さ
ら
に
論
者
を
研
究
代
表
者
と
す
る
全
集
未
収
録
社
説
の
テ
キ
ス
ト

化
の
作
業
に
よ
り
、
そ
の
全
貌
は
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。 

 

本
論
文
が
探
究
し
た
署
名
著
作
の
原
型
は
、
『
時
事
大
勢
論
』
に
つ
い
て
「
国
会
開
設
の
準
備
」

（188203
18

・
全
集
未
収
録
）
、
『
帝
室
論
』
に
つ
い
て
「
立
憲
帝
政
党
を
論
ず
」
（1

88
20

3
31
,1
88
2
0401

・
現
行
版
収
録
）
、
『
学
問
之
独
立
』
に
つ
い
て
「
徳
育
余
論
」
（1

882122
0
,2
1

・
大
正
版
収
録
）
、
『
通

俗
外
交
論
』に
つ
い
て「
外
国
宣
教
師
は
何
の
目
的
を
以
て
日
本
に
在
る
か
」
（18840

60
2
･

全
集
未
収
録
）、

『
日
本
婦
人
論
後
編
』
に
つ
い
て
「
Ａ
我
国
に
は
男
尊
女
卑
の
風
習
あ
り
」
（1885

0
52

0

・
全
集
未
収
録
）

と
「
Ｂ
男
尊
女
子
の
風
習
破
ら
ざ
る
可
ら
ず
」
（1885

052
1

・
全
集
未
収
録
）
、
『
士
人
処
世
論
』
に
つ

い
て
「
処
世
の
覚
悟
」
（188

50829

・
全
集
未
収
録
）
と
「
農
工
商
人
た
る
は
志
士
の
恥
辱
に
あ
ら
ず
」

（188509
10

・
全
集
未
収
録
）
、
『
尊
王
論
』
に
つ
い
て
「
帝
室
の
緩
和
力
」
（18

86
0
227,28

・
全
集
未

収
録
）
、
『
国
会
の
前
途
・
国
会
難
局
の
由
来
・
治
安
小
言
・
地
租
論
』
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
「
帝
国
議

会
の
開
院
式
」
（189011

29

・
全
集
未
収
録
）
・
「
国
会
は
万
能
の
府
に
あ
ら
ず
」
（1

8880523

・
全
集

未
収
録
）・「
超
然
主
義
は
根
底
よ
り
廃
す
可
し
」
（1892

02
23

・
全
集
未
収
録
）・「
地
租
軽
減
」
（1891

0829

・
全
集
未
収
録
）
、
『
実
業
論
』
に
つ
い
て
「
後
進
の
方
向
」
（1

8
921009

・
全
集
未
収
録
）
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
原
型
は
、
た
と
え
全
集
未
収
録
の
社
説
で
あ
っ
て
も
論
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
平
山
洋
関
連
」

（
註15

）
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。 

 

改
め
て
署
名
著
作
と
原
型
を
読
み
比
べ
て
分
か
っ
た
こ
と
は
、
福
沢
の
関
心
が
常
に
具
体
的
問
題
か
ら
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普
遍
的
問
題
解
決
へ
、
と
い
う
方
向
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
現
行
版
全
集
に
お
い
て
具
体
的
問

題
は
「
時
事
新
報
論
集
」
所
収
の
社
説
と
し
て
、
ま
た
普
遍
的
問
題
は
第
七
巻
ま
で
の
署
名
著
作
と
し
て

別
個
に
研
究
さ
れ
て
き
た
た
め
に
、
従
来
の
研
究
で
は
そ
の
連
続
性
が
見
失
わ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
福

沢
の
天
皇
論
と
し
て
『
帝
室
論
』
は
つ
と
に
重
要
視
さ
れ
て
い
た
が
、
研
究
者
の
関
心
は
も
っ
ぱ
ら
そ
の

立
論
の
骨
子
を
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
求
め
る
こ
と
や
、
前
年
に
福
沢
も
関
与
し
て
な
さ
れ
た
交
詢
社
憲
法
草
案

と
の
連
関
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
福
沢
が
明
治
一
五
年
五
月
に
『
帝
室
論
』
を
刊

行
し
た
本
当
の
理
由
は
分
か
ら
な
い
。
執
筆
の
直
接
の
動
機
は
、
皇
室
の
政
治
利
用
に
つ
な
が
り
か
ね
な

い
党
名
を
も
つ
立
憲
帝
政
党
が
、
同
年
三
月
に
福
地
源
一
郎
ら
に
よ
っ
て
結
党
さ
れ
た
こ
と
に
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
ま
た
、
従
来
の
研
究
で
も
、
明
治
一
七
年
六
月
発
表
の
福
沢
の
キ
リ
ス
ト
教
容
認
論
と
、
同
月

刊
行
の
『
通
俗
外
交
論
』
と
の
関
係
は
指
摘
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
新
発
見
の
社
説
「
外
国
宣
教
師
は
何

の
目
的
を
以
て
日
本
に
在
る
か
」
に
よ
り
、
治
外
法
権
の
撤
廃
に
向
け
て
外
国
宣
教
師
の
協
力
を
得
る
た

め
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
新
た
な
「
読
み
」
の
試
み
は
未
だ
緒
に
就

い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
全
集
未
収
録
社
説
の
研
究
が
進
展
す
る
こ
と
に
よ
り
、
福
沢
の
署
名
著
作
へ
の
新

解
釈
は
今
後
も
現
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

 

註 １
岩
波
書
店
刊
全
二
一
巻
（
一
九
五
八
～
一
九
六
四
）
別
巻
（
一
九
七
一
）
。
全
集
収
録
論
説
よ
り
引
用

す
る
場
合
は
、
た
と
え
ば
第
二
〇
巻
二
四
三
頁
を
（
⑳
二
四
三
頁
）
な
ど
と
表
記
す
る
。 

２
福
沢
諭
吉
協
会
刊
『
福
沢
諭
吉
年
鑑
』
第
一
八
号
（
一
九
九
一
）
所
収
。 

３
「
『
学
問
の
す
す
め
』
と
『
文
明
論
之
概
略
』
」
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
刊
『
ア
ジ
ア
独
立
論
者
福
沢
諭
吉
』

（
二
〇
一
二
）
四
三
～
六
四
頁
。 

４
一
八
八
二
年
三
月
一
八
日
掲
載
を
意
味
す
る
。
社
説
の
題
名
お
よ
び
本
文
は
創
刊
初
期
に
は
カ
タ
カ
ナ

漢
字
交
じ
り
で
表
記
さ
れ
て
い
た
が
、
ひ
ら
が
な
漢
字
交
じ
り
で
統
一
す
る
。
字
体
は
新
漢
字
で
あ
る
。 

５W
alter B

ag
eh

o
t"T

h
e E

n
g
lish

 C
o
n
stitu

tio
n

"(1867
)
 

６
岩
波
書
店
刊
。
以
下
昭
和
版
と
称
す
。 

７
「
福
沢
諭
吉
演
説
一
覧
」
静
岡
県
立
大
学
刊
『
国
際
関
係
・
比
較
文
化
研
究
』
第
四
巻
第
二
号
（
二
〇

〇
六
）
二
六
三
～
二
七
四
頁
。 

８
文
藝
春
秋
社
刊
『
福
沢
諭
吉
の
真
実
』
（
二
〇
〇
四
）
二
六
頁
。
『
ア
ジ
ア
独
立
論
者
福
沢
諭
吉
』
一

四
七
～
一
五
三
頁
。 

９
「
福
沢
諭
吉
直
筆
草
稿
残
存
社
説
一
覧
」
『
ア
ジ
ア
独
立
論
者
福
沢
諭
吉
』
後
三
〇
～
三
三
頁 
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10
「
誰
が
『
尊
王
論
』
を
書
い
た
の
か
」
『
ア
ジ
ア
独
立
論
者
福
沢
諭
吉
』
三
一
五
～
三
五
六
頁
。 

11

全
集
収
録
済
の
同
一
タ
イ
ト
ル
の
社
説
（18

901203
,04

,05

）
と
は
別
の
社
説
で
あ
る
。 

12

こ
れ
ら
の
全
集
未
収
録
の
原
型
の
多
く
は
福
沢
直
筆
の
可
能
性
が
高
い
の
で
は
あ
る
が
、
そ
う
断
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
論
者
が
進
め
て
い
る
社
説
の
筆
者
推
定
作
業
（
『
尊
王
論
』
刊
行

時
ま
で
の
分
に
相
当
）
に
お
い
て
、
直
筆
と
判
定
さ
れ
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
「
国
会
開
設
の
準
備
」

と
「
言
論
自
由
の
説
」
（
但
し
『
藩
閥
寡
人
政
府
論
』
は
非
刊
行
）
の
二
編
だ
け
な
の
で
あ
る
。
他
の
原

型
社
説
は
カ
テ
ゴ
リ
ーⅡ

（
福
沢
立
案
記
者
起
筆
）
社
説
か
も
し
れ
ず
、
そ
う
し
た
非
直
筆
社
説
を
原
型

と
し
て
署
名
著
作
を
執
筆
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
社
説
起
筆
者
推
定
に
つ
い
て

は
、
拙
論
「
石
河
幹
明
入
社
前
『
時
事
新
報
』
社
説
の
起
草
者
推
定
―
明
治
一
五
年
三
月
か
ら
明
治
一
八

年
三
月
ま
で
―
」
（
『
国
際
関
係
・
比
較
文
化
研
究
』
第
一
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
四
）
縦
一
～
一
七
頁
）

お
よ
び
「
『
時
事
新
報
』
社
説
の
起
筆
者
推
定
―
明
治
一
八
年
四
月
か
ら
明
治
二
四
年
九
月
ま
で
」
（
『
国

際
関
係
・
比
較
文
化
研
究
』
第
一
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
五
）
縦
一
～
一
八
頁
）
を
参
照
の
こ
と
。 

13

『
福
沢
諭
吉
の
真
実
』
一
二
四
頁
、
「
石
河
幹
明
が
信
じ
ら
れ
な
い
三
つ
の
理
由
―
『
福
沢
諭
吉
全
集
』

「
時
事
新
報
論
集
」
の
信
憑
性
に
つ
い
て
―
」
『
ア
ジ
ア
独
立
論
者
福
沢
諭
吉
』
三
五
七
～
三
六
八
頁
な

ど
。 

14

「
続
福
沢
全
集
緒
言
」
昭
和
版
第
一
巻
（
一
九
三
三
）
三
頁
。 

15

Ｕ
Ｒ
Ｌ
はh

ttp
://b

lech
m

u
sik

.
x

ii.
jp

/d
/h

iray
am

a/

で
あ
る
。 

 

付
記 

本
論
文
は
日
本
学
術
振
興
会
平
成
二
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
研
究
種
目
：
挑
戦
的
萌
芽
研

究
、
課
題
番
号
：255800

20

）
、
課
題
名
「
福
沢
健
全
期
『
時
事
新
報
』
社
説
起
草
者
判
定
」
の
一
部
で

あ
る
。 
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静
岡
県
立
大
学
国
際
関
係
学
部
助
教
） 


